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今期のトピックを最終チェック

3月決算総特集
Ⅸ
サ
マ
リ
ー
情
報
の
様
式
使
用
義
務
を
撤
廃

短
信・有
報
の
記
載
内
容

見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト

有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ

 

公
認
会
計
士

男
澤　

江
利
子

は
じ
め
に

金
融
庁
の
諮
問
機
関
で
あ
る
金
融
審
議

会
に「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
」が
設
置
さ
れ
、
平
成
27

年
11
月
か
ら
議
論
が
開
始
さ
れ
て
い
た

が
、
平
成
28
年
４
月
18
日
に「
デ
ィ
ス
ク

ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報

告
―
建
設
的
な
対
話
の
促
進
に
向
け
て

―
」（
以
下
、「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
」と
い
う
）が
公

表
さ
れ
た
。

同
報
告
の
提
言
を
受
け
て
、
決
算
短
信

様
式
の
自
由
度
向
上
や
関
連
す
る
内
閣
府

令
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿

に
お
い
て
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
解
説
を

行
い
た
い
。

な
お
、
文
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は

著
者
の
私
見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

お
断
り
し
て
お
く
。

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ・

グ
ル
ー
プ
報
告

「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・

グ
ル
ー
プ
報
告
」で
は
、
企
業
と
投
資
者

と
の
建
設
的
な
対
話
を
促
進
し
て
い
く
観

点
か
ら
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
で
適
時
な

開
示
が
可
能
と
な
る
よ
う
、決
算
短
信
等
、

事
業
報
告
等
、
有
価
証
券
報
告
書
の
開
示

内
容
の
整
理
・
共
通
化
・
合
理
化
に
向
け

た
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⑴　
決
算
短
信
お
よ
び
四
半
期
決
算
短
信

①　
監
査
お
よ
び
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
が

不
要
で
あ
る
こ
と
の
明
確
化

②　
速
報
性
に
着
目
し
た
記
載
内
容
の

削
減
に
よ
る
合
理
化

③　
要
請
事
項
の
限
定
等
に
よ
る
自
由

度
の
向
上

⑵　
事
業
報
告
・
計
算
書
類

経
団
連
ひ
な
型（「
会
社
法
施
行
規
則
及

び
会
社
計
算
規
則
に
よ
る
株
式
会
社
の
各

種
書
類
の
ひ
な
型
」）に
即
し
て
い
な
く
て

も
、会
社
法
施
行
規
則
お
よ
び
会
社
計
算
規

則
の
記
載
事
項
と
有
価
証
券
報
告
書
の
記

載
事
項
に
共
通
の
記
載
を
行
う
こ
と
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
し
、
こ
れ
に
よ
り

両
者
を
実
質
的
に
一
体
化
し
て
作
成
・
開
示

す
る
こ
と
を
よ
り
容
易
と
す
る
。

⑶　
有
価
証
券
報
告
書

①　
経
営
方
針
等
の
記
載
の
追
加

②　
「
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分

析
」の
記
載
の
合
理
化
と
対
話
に
資
す

る
内
容
の
充
実

③　
新
株
予
約
権
等
の
記
載
の
合
理
化

⑷　
そ
の
他
共
通
化
で
き
る
項
目

有
価
証
券
報
告
書
に
お
け
る「
大
株
主
の

状
況
」に
お
い
て
も
、発
行
済
株
式
か
ら
自
己

株
式
を
控
除
す
る
こ
と
で
事
業
報
告
と
の

共
通
化
を
図
る
。

東
証
の
公
表
資
料

平
成
29
年
２
月
10
日
、
東
京
証
券
取
引

所（
以
下
、「
東
証
」と
い
う
）か
ら「
決
算
短

信
・
四
半
期
決
算
短
信
の
様
式
に
関
す
る

自
由
度
の
向
上
の
た
め
の
有
価
証
券
上
場

規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」が
公
表
さ

れ
た
。
ま
た
、同
日
付
け
で
、「
決
算
短
信
・

四
半
期
決
算
短
信
作
成
要
領
等
」が
改
定

さ
れ
て
い
る
。

⑴　
主
な
改
定
点（
図
表
１
参
照
）

①　
短
信
の
サ
マ
リ
ー
情
報
に
つ
い

て
、
上
場
会
社
に
対
し
て
課
し
て
い

る
使
用
義
務
を
撤
廃

有
価
証
券
上
場
規
程
404
条
お
よ
び
806
条

４
項
が
改
正
さ
れ
、
東
証
が
定
め
る
決
算

短
信
・
四
半
期
決
算
短
信（
以
下
、「
短
信
」

と
い
う
）の
様
式
の
う
ち
、
本
体
で
あ
る

短
信
の
サ
マ
リ
ー
情
報
に
つ
い
て
、
上
場

会
社
に
対
し
て
課
し
て
い
る
使
用
義
務
が

撤
廃
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
を
踏
ま
え
、
短

信
の
様
式
に
つ
い
て
使
用
強
制
を
と
り
や

め
、
付
属
資
料
で
あ
る
短
信
の
添
付
資
料

と
同
様
、
短
信
作
成
の
際
の
参
考
様
式
と

し
て
、
上
場
会
社
に
対
し
そ
の
使
用
を
要


